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(1) 市立病院の課題 

仙台市立病院は昭和 55年に現在の場所に移転してから 27年が経過しました。設備面で

の老朽化に加え，平成 11 年度に行った耐震診断の結果，大規模地震時に支障なく診療を

行うために必要な基準に達していないことが分かりました。 

また，敷地，建物共に狭隘であることから，利用者のアメニティ向上や災害時における

多数の患者受入れが困難である等の問題も生じています。宮城県沖地震が今後 10 年以内

に起こる確率は 60%程度とされており，対応は急務となっています。 

 現施設での大規模耐震化工事及び現敷地での建替えは困難であることから，平成 16年 1

月，移転新築を前提とした新病院構想の検討に着手しました。 

◎

◎

◎  三次救急機関，災害拠点病院に不可欠なヘリポートが設置されていない。

◎

◎  駐車場の収容台数が少ない。来院者の車と救急車の動線が交差する等の問題がある。

◎

◎  高度医療の提供に不可欠な医療機器について，老朽化等が顕著となってきている。

◎

◎  効率的な病院運営を行う上で，電子カルテ等の情報システムの整備が必要である。

 厳しい経営環境の中で，公営企業としての経済性の発揮，経営改善に向けた取組みが求められ
ている。

 大規模地震時に支障なく診療を行うために必要な基準に達していない。

 施設の狭隘化が顕著であり，病室，外来診察室，待合等はプライバシーが守られる構造となっ
ていない。救命救急センター，手術センター等にも患者家族のための適切な待合空間がない。

 大規模災害時に多数の患者を受け入れる収容スペースや緊急用医療設備等が十分ではない。

 デイサージャリーや外来での放射線治療等の医療技術の高度化に対応した施設設備が不十分で
ある。

施設面の課題

機能面の課題

経営面の課題

 

(2) 新しい市立病院のあり方に関する検討委員会 

基本構想策定にあたり，外部の有識者や医療関係者，市民等による委員会を設置し，検

討を行いました。 

委員会は，平成 17年 10月から平成 18年 12月までの間，6回にわたり開催され，各委

員からさまざまな意見が出されました。平成 19 年 1 月に，新病院の担うべき役割や有す

べき機能についての報告書が取りまとめられ，委員会から仙台市病院事業管理者に提出さ

れました。 

本基本構想は，この報告書を踏まえ，新病院が担うべき役割や有すべき機能について市

の方針を明確にするために策定されたものです。 

 

新病院検討の経緯１ 
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新病院は，市民のための病院として，急性期医療，救命救急医療，高度医療を重点的に

担い，市民の生命と健康を守る役割を果たしていきます。 

また，市民に信頼される病院として，利用しやすい開かれた病院，患者の権利を尊重し

患者中心の医療を提供する病院を目指し，意欲的に取り組んでまいります。 

 

(1) 市立病院は，地域，市民に開かれた病院として，患者の視点に立ち，安全で安
心な医療を提供する。 

 

・ 市民が受診しやすく，良質な医療を受けることができる病院を目指します。 

・ 患者の視点を尊重した医療の提供やインフォームドコンセントの充実を図り，患者中心

の安全・安心な医療の提供を目指します。 

・ 市立病院を訪れる人が気軽に相談できるように，相談機能の充実に取り組みます。 

・ 患者の視点に立った療養環境の整備に取り組み，患者の生活の質（QOL）向上を目指し

ます。 

・ 施設・設備の整備にあたっては，誰もが使いやすく，プライバシーに配慮されたものと

なるよう取り組みます。 

 

 

(2) 政策的医療の中心的な担い手として積極的に取り組む。 
 

・ 救命救急センターとして，仙台市の救命救急医療の中心的な役割を果たします。患者の

大幅な増加が見込まれる脳血管疾患や心疾患など生活習慣病への対応強化や専任の救急

専門医の配置，ヘリポートの設置等，体制・機能の充実を図ります。 

・ 24時間 365日小児科医を配置し，小児救急医療に積極的に取り組みます。初期救急から

三次救急までの全ての小児救急患者を受け入れ，総合的に対応できる小児救急センター

機能の整備を目指します。 

・ 単科の精神科病院では対応が難しい身体的な疾患を併せ持った精神科救急患者を対象と

した精神科救急医療を提供します。 

・ 大災害発生時に即応できる体制を整備し，災害拠点病院としての役割を果たします。 

・ 第 2種感染症指定医療機関としての役割を果たし，新興感染症にも迅速に対応します。 

・ 母体に合併症がある場合のハイリスク分娩を中心に，妊婦を 24 時間受け入れる体制を

継続し，市民が安心して出産できる環境整備に貢献します。 

・ 高齢者にとどまらず，認知症の診断や治療に適切に対応できるよう，機能及び施設を整

備します。 

 

新病院の特徴２ 
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(3) 地域医療機関との医療連携と機能分担を強化し，地域完結型の医療システムの
機能発揮に貢献する。 

 

・ 急性期を中心とした医療の提供を継続するとともに，救命救急医療の基盤となる高度医

療の充実を図ります。特に，悪性新生物（がん）や心疾患，脳血管疾患といった生活習慣

病など患者増加が懸念される疾病の治療に重点的に取り組みます。 

・ 患者ニーズの変化や医療技術の高度化に対応し，日帰り手術（デイサージャリー）など

の外来専門機能の強化，多様化する患者ニーズに応じた専門外来の整備に取り組みます。 

・ 医療連携の強化に努め，地域医療を支援する機能を有する地域中核病院として，かかり

つけ医の支援や施設・設備の共同利用，地域医療従事者の研修等を行います。疾患ごとの

地域連携パスを共有し，患者が安心して一貫した治療を受けることができるよう努めます。 

 

 

(4) 地域の医療水準の向上に貢献する。 
 

・ 連携する各医療機関等との勉強会や情報交換を通して，治療技術や知識の共有化を図る

よう努めます。 

・ 臨床研修指定病院として研修医の受入れを積極的に行います。 

・ 看護師や救急救命士などの他の医療関係職種の研修者を幅広く受け入れる等，医療従事

者としての人材育成・資質の向上に積極的に取り組みます。 

 

 

(5) 経営の健全化・安定性を確立する。 
 

・ 経営計画に基づく具体的な数値目標による定期的な評価や外部からの評価を踏まえ，経

営健全化と患者サービス向上に取り組みます。 

・ 医療スタッフの動線の短縮化，経営環境・医療需要の変化や医療技術の進歩などに柔軟

に対応できる施設・設備構造とする等，効率的な病院運営に資するものとします。病床利

用や物流管理の効率化，経営効率化と医療サービスの質向上のための電子化推進に取り組

みます。 

・ 院内保育所の設置や研修環境の充実等，働きやすく，働く人が満足できる職場環境の整

備に取り組みます。 
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(1) 建設予定地 

新病院の建設予定地は，あすと長町土地区画整理事業地の第一街区北部（仙台市太白区

あすと長町一丁目１番）とします。敷地面積は，約 35,000㎡を予定しています。 

選定にあたっては，救命救急医療に取り組んでいる医療機関の配置状況を踏まえた上で

の全市的な医療機関の配置バランス，地下鉄，バス，JR といった公共交通機関の利便性，

自家用車による容易な来院など市民が利用しやすい交通アクセス，現病院受診者の受診の

継続性などを総合的に考慮しました。 

 
 

新市立病院用地

地下鉄長町一丁目駅

地下鉄長町駅

JR長町駅

 

新病院の概要３ 

杜の広場
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19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

基本計画策定

基本設計

実施設計

建築工事

竣工・移転準備

開院

 

(2) 病床規模 

仙台医療圏においても，高齢化の進展から受療率が高い高齢者の増加や，疾病構造の

変化による生活習慣病等の慢性期の疾病が増加すると考えられますが，入院医療を外来

で行うことができる医療技術の進歩や他の医療機関との役割分担，平均在院日数の短縮

化が推進されること等を考慮すると，一般病床を一定数減らしても現在と同等の機能を

果たすことができると考えられます。 

新病院においては，現在の総病床数 525床を基本として，政策医療分を含めた必要な

病床数を今後詳細に検討してまいります。 

 

 

 

(3) 整備スケジュール 

事業規模や他都市の事例を踏まえると，新病院の開院までには基本計画策定，基本設

計，実施設計，建設工事，移転・開院準備，開院という過程を経ることになり，最短で

は，下記のようなスケジュールが想定されます。 

今後，基本計画策定と併せて経営形態や整備手法を引き続き検討するとともに，整備

スケジュールについても具体的に検討し，決定してまいります。 

 

※PFI方式を導入した場合は，更に 1～2年程度開院が遅れる見込みです。 

 


